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野
口　

心
愛（
上
高
野
小
1
年
）

▼
シ
ラ
コ
バ
ト
賞

　

心
の
ふ
れ
あ
い
を
深
め
る
活
動

　
　

幸
手
婦
人
会

　

住
み
よ
い
ふ
る
さ
と
を
つ
く
る
活
動

　
　

香
日
向
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ク
ラ
ブ

　
　

さ
っ
て
市
民
環
境
ネ
ッ
ト

問
合
せ　

秘
書
室　

内
線
2
2
2
・


（
43
）7
0
8
8

労
働
保
険
料
の
納
期
で
す

　

労
働
保
険
料（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
の
第
3
期
分
の
納
期
限
は
1
月
31

日（
火
）で
す
。
納
期
限
内
の
納
付
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

埼
玉
労
働
局
労
働
保
険
徴
収

課
☎
0
4
8（
6
0
0
）6
2
0
3

市
制
施
行
30　
周
年
記
念

オ
リ
ジ
ナ
ル
切
手
の
販
売

販
売
開
始　

1
月
12
日（
木
）午
前
8
時

30
分

と
こ
ろ　

市
役
所
本
庁
舎
2
階
政
策
調

整
課
窓
口

金
額　

1
シ
ー
ト
8
2
0
円（
82
円
×

10
枚
）

販
売
数　

1
5
0
シ
ー
ト（
先
着
順
）

※
一
人
に
つ
き
1
シ
ー
ト
の
み
購
入
で

き
ま
す
。

問
合
せ　

政
策
調
整
課　

内
線
2
 4 

2
・
（
43
）3
7
8
3

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

合

同

登

記

相

談

会

と
き　

1
月
19
日（
木
）午
後
1
時
～
4

時
と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
2
階
第
2

会
議
室

内
容　

遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
、
分

筆
、
地
目
変
更
な
ど

定
員　

9
人（
先
着
順
）

問
合
せ　

埼
玉
司
法
書
士
会
埼
葛
支
部

☎（
25
）1
2
7
1
、
埼
玉
土
地
家
屋
調

査
士
会
埼
葛
支
部
☎（
85
）6
8
6
8

事
故
な
ど
に
よ
る
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

　

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
被
保
険
者

が
、
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
が

原
因
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
場
合
、
保
険
者
で
あ
る
市
が
負
担
す

る
保
険
給
付
費
相
当
額
は
、
加
害
者
に

請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
第
三
者
行
為
が
原
因
で
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
、
事

前
に
市
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。
忘
れ

ず
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）8

 
4
 4 

4
・
（
43
）5
6
0
0

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
2

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
1
月
は

26
日（
木
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）0
0
5   

　

0
・
（
48
）0
1
2
0

下
水
道
事
業
受
益
者

負
担
金
の
納
期
で
す

　

今
月
は
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担

金
の
第
2
期
の
納
期
で
す
。
1
月
31
日

（
火
）ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

下
水
道
課
☎（
47
）3
3
4
0
・

　

（
48
）0
1
2
0

今

月

の

納

税

な

ど

市
・
県
民
税　
　
　
　
　
　
　

第
4
期

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　

第
7
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　

第
7
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　

第
7
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
残
高
不

足
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

1
月
29
日（
日
）
午
前
8
時
30

分
～
午
後
5
時

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

1
月
10
日（
火
）
午
後
5
時
15

分
～
9
時

と
こ
ろ　

納
税
課

最
終
日
曜
日
市
役
所
開
庁

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
、
市
役

所
の
一
部
を
開
庁
し
ま
す
。
1
月
は
29
日

（
日
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

税
務
課
、
納
税
課

上
下
水
道
料
金
夜
間
窓
口

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
8
時
ま
で
）に
上

県
民
の
日
各
賞
受
賞

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

平
成
28
年
度
県
民
の
日
記
念
式
典
に

て
表
彰
さ
れ
た
み
な
さ
ん
は
、
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す（
順
不
同
・
敬
称
略
）。

▼
埼
玉
県
表
彰
規
則
に
よ
る
知
事
表
彰

　

消
防
功
労

　
　

山
中　

栄（
市
消
防
団
団
長
）

▼
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

名
義
で
携
帯
電
話
を
契
約
し
、
料
金
は

私
名
義
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
に

な
っ
て
い
る
が
、
滞
納
し
て
い
る
の
で

利
用
停
止
し
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。

　

私
は
契
約
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
所
有
し
て
い
な

い
。
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
？

　

「
送
ら
れ
て
き
た
荷
物
を
指
定
さ
れ

た
住
所
に
転
送
す
る
だ
け
で
報
酬
が
も

ら
え
る
と
い
う
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
た

め
、
身
分
証
明
書
の
画
像
デ
ー
タ
を

送
っ
た
と
こ
ろ
、
知
ら
な
い
間
に
自
分

名
義
で
携
帯
電
話
が
契
約
さ
れ
て
い

た
」
と
い
う
相
談
が
複
数
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

「荷
に う け

受代行」「荷物転送」のアルバイトに気を付けて！
【
事
例
】

　

3
か
月
前
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

知
り
合
っ
た
人
か
ら
荷
受

代
行
の
副
業
を
紹
介
さ

れ
、
指
示
さ
れ
る
ま
ま
運

転
免
許
証
な
ど
の
画
像
を

メ
ー
ル
で
送
っ
た
。後
日
、

携
帯
電
話
会
社
か
ら
荷
物

が
送
ら
れ
て
き
た
の
で
、

指
示
の
と
お
り
、
そ
の
荷

物
を
個
人
あ
て
の
住
所
に

転
送
し
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、

携
帯
電
話
会
社
か
ら
料
金

未
納
の
請
求
書
が
届
い

た
。
確
認
す
る
と
、
私
の
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■
11
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
2
1
8
件（
急
病
1
1
6
件
、
交
通
事
故
25
件
、
そ
の
ほ
か
77
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
2
件

　
火
災
と
救
急
は
1
1
9
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）9
1
1
9（
幸
手
消
防
署
）〕

行
政
書
士
無
料
相
談
会

と
き　

1
月
17
日（
火
）
午
後
１
時
30

分
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
2
階
第
2

会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
会

社
設
立
、
交
通
事
故
示
談
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部

支
部
☎
0
4
8（
7
3
7
）5
6
1
5

さ
く
ら
の
里
・
な
の
は
な
の
里

利

用

者

募

集

　　

市
障
害
者
自
立
支
援
施
設「
さ
く
ら

の
里
」、「
な
の
は
な
の
里
」
の
利
用
者

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

さ
く
ら
の
里
で
は
、
就
労
に
関
す
る

知
識
や
能
力
の
向
上
に
必
要
な
訓
練
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
な
の
は
な

の
里
で
は
、
生
活
の
介
護
や
創
作
的
活

動
の
機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）8

 
4
 3 

5
・
（
43
）5
6
0
0

市
営
住
宅（
幸さ

い

わ

い

だ

ん

ち

団
地
）

入

居

者

募

集

所
在
地　

中
3
‐
5
‐
32
・
36

募
集
内
容　

2
Ｋ
／
1
戸（
3
階
）

　

3
Ｄ
Ｋ
／
1
戸（
3
階
）

入
居
資
格　

①
市
内
に
在
住
・
在
勤

　

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る（
見
込
み

含
む
）　

③
月
収
15
万
8
0
0
0

円
以
下　

④
税
金
の
滞
納
が
な
い　

⑤
暴
力
団
員
で
は
な
い

※
現
在
、
自
己
所
有
住
宅
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸

住
宅
、
県
営
住
宅
に
居
住
の
人
は

応
募
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
Ｕ
Ｒ

賃
貸
住
宅
な
ど
に
居
住
の
人
は
、
申

し
込
み
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

1
月
25
日（
水
）ま
で
に
申
込

書（
建
築
指
導
課
で
配
布
）を
提
出

※
募
集
戸
数
に
満
た
な
か
っ
た
場
合
、

そ
の
後
も
随
時
募
集
と
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
5
 7 

3
・
（
43
）7
6
5
6

不
動
産
無
料
相
談
室

と
き　

2
月
7
日（
火
）
午
後
1
時
～

4
時（
毎
月
第
1
火
曜
日
）

※
1
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
1
階
第
5

会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り

ご
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

問
合
せ　

（
公
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取

引
業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）
1
 1 

5
7

建

築

無

料

相

談

室

と
き　

2
月
7
日（
火
）
午
後
1
時
～

4
時（
毎
月
第
1
火
曜
日
）

※
1
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
1
階
第
5

会
議
室

☎

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・

リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震
相
談
な
ど

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎

（
34
）
3
3
3
5
、
埼
玉
土
建
久
喜

幸
手
支
部
☎（
59
）
3
8
1
2
、（
一

社
）
埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支
部
・
幸

手
部
会
☎（
48
）0
8
7
5

1
月
10 
日
は
１
１
０
番
の
日

　

1
1
0
番
は
緊
急
通
報
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
で
す
。
緊
急
時
以
外
の
相
談
は
つ
ぎ

の
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

▼
悩
む
よ
り
か
け
て
安
心☎

＃
9
1
1
0

※
平
日
／
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

15
分

▼
1
1
0
番
通
報
時
の
重
要
ポ
イ
ン
ト

　

①
事
件
で
す
か
？　

事
故
で
す
か
？　

②
そ
れ
は
い
つ
で
す
か
？　

③
場

所
は
ど
こ
で
す
か
？　

④
犯
人
を

見
ま
し
た
か
？　

⑤
現
場
は
ど
う

な
っ
て
い
ま
す
か
？　

⑥
あ
な
た

の
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

幸
手
警
察
署
☎（
42
）
0
 1 

1
0

お

詫

び

と

訂

正

　

広
報
さ
っ
て
12
月
号
6
ペ
ー
ジ「
年

末
年
始
の
業
務
案
内
」中
、「
デ
マ
ン
ド

交
通
」
部
分
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

（
誤
）1
月
5
日（
木
）お
休
み

（
正
）1
月
5
日（
木
）通
常
業
務

改 定 幸 手 市 建 築 物 耐 震
改修促進計画（素案）にご意見を

　市では、平成 22 年 3 月に策定した「幸手市建築物耐
震改修促進計画」の計画期間終了に伴い、改定を行い
ます。
　この計画は、耐震改修促進法に基づき、市内の既存
建築物の耐震性能を向上させ、災害時の市民の生命お
よび財産を守ることを目的としています。
　改定にあたり、みなさんのご意見を参考とするため、
パブリックコメントを実施します。

問合せ　建築指導課　内線 572・（43）7653

募集期間

1 月 10 日（火）～ 2 月 9 日（木）
※市役所（建築指導課）、ウェルス幸手（情

報コーナー）、各公民館（閉庁日・各休館
日を除く）、市ホームページで素案の閲
覧ができます。

対　　象
市内在住・在勤・在学の人
この素案に利害関係のある人

提出方法

各閲覧場所・市ホームページで配布してい
る応募用紙に必要事項を記入の上、郵送

（〒 340-0192　幸手市東 4-6-8）・ＦＡＸ・
メール（kenchiku@city.satte.lg.jp）・持参の
いずれかの方法で建築指導課へ

　

自
分
名
義
で
契
約
さ
れ
た
携
帯
電
話

を
解
約
す
る
た
め
に
解
約
金
や
端
末
代

金
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
状
況
に
な
っ

た
り
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
を
不

正
利
用
さ
れ
、

携
帯
電
話
利
用
料
や
通
信
料
を
請
求
さ

れ
た
り
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。　
　

　

ま
た
、
不
正
に
契
約
さ
れ
た
携
帯
電

話
が
犯
罪
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ

り
ま
す
。
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

は
、
つ
ぎ
の
点
に
注
意
が
必
要
で
す
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

①
こ
の
よ
う
な「
荷
受
代
行
」「
荷
物
転

送
」
ア
ル
バ
イ
ト
は
絶
対
に
し
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

②
運
転
免
許
証
や
健
康
保
険
証
、
銀
行

口
座
な
ど
の
個
人
情
報
を
安
易
に

伝
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

③
疑
問
や
不
安
に
思
っ
た
場
合
に
は
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
全
国
共
通
☎
1い

や

や

！

8
8

へ
か
け
れ
ば
つ
な
が
り
ま
す
。

問
合
せ　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
市
民

協
働
課
内
）内
線
1
9
2
・
（
44
）0 

2
5
7（
毎
週
月
曜
・
水
曜
・
木
曜
・

金
曜
日
午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
1 

時
～
3
時
30
分
）

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
春
日
部
☎
0
 4 

8（
7
3
4
）0
9
9
9
・

0
4
8

（
7
3
9
）1
1
5
2


